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表紙

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基

づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面

（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

第88期定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項（交付書面非記載事項）

第88期（自2024年10月１日　至2025年９月30日）

　①　事業報告「会社の状況に関する事項（5）会計監査人の状況」

　②　事業報告「会社の体制及び方針（1）業務の適正を確保するための体制」

　③　事業報告「会社の体制及び方針（2）業務の適正を確保するための体制の

　　　　　　　　運用状況の概要」

　④　計算書類「株主資本等変動計算書」

　⑤　計算書類「個別注記表」

助川電気工業株式会社
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会計監査人の状況

支 給 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15,000千円

会社の状況に関する事項
(5) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称

興亜監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会

計監査人が提出した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の算出根拠等を精査したうえ

で、当該会計監査人の報酬等について妥当であると判断し、同意しております。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計

監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会

に提出いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等

委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制

会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　取締役は、定期的又は必要に応じて随時開催する取締役会において、職務執行の状況を報告するとと

もに、相互にその職務執行を監督します。また、社外取締役を含む各監査等委員は、取締役会その他の

重要な会議に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役会の職務執行について監査しま

す。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役会議事録、稟議決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体に

記録し、文書管理規程等の社内規則に基づき、適切かつ確実に保存及び管理します。また、取締役、監

査等委員又は内部監査部門がこれらの文書等の閲覧を要請した場合には、直ちに提出できる体制としま

す。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　各担当部署において、必要な諸規程、教育訓練制度の整備を行い、リスク要因に関する管理を行いま

す。

　なお、組織横断的リスク状況の監視及び全体的な対応は総務部が行うものとし、新たに生じたリスク

については取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めます。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　毎年策定される年度計画に基づき各取締役が目標達成のための活動を行います。また、経営目標が予

定どおりに進捗しているか、その実績を月次単位で管理することにより、定期的に検証を行います。

　日常の職務の執行に際しては、取締役の担当業務を明確化させるとともに、定期的に開催する常務会

を通じ、情報共有を行い、迅速な意思決定と効率的な職務執行を実施します。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　各種法令遵守の啓蒙・教育活動の継続的実施により、法令遵守への理解と意識を常に高めるよう努め

ます。
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業務の適正を確保するための体制

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、早期に体制を整備し、必

要な人員を配置します。また、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、業務執行上の指揮命令系統

には属さずに監査等委員会の指揮命令に従うこととし、当該使用人の任命、異動、評価等に関しては、

監査等委員会の事前の同意を得た上で決定するものとします。

⑦　取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

　監査等委員が、重要な意思決定のプロセスや業務執行の状況を詳細に把握するため、取締役会その他

の重要な会議に出席するほか、稟議決裁書類その他の業務執行に関する文書等をいつでも閲覧し、必要

に応じて取締役及び使用人にその職務執行の状況報告を求めることができる体制とします。

　取締役及び使用人は、監査等委員又は監査等委員会に対して、法定の事項に加えて、当社の経営に重

要な影響を及ぼすおそれのある事実、内部監査の実施状況並びに監査の必要上において報告を求められ

た職務執行の状況について、速やかに報告する体制とします。なお、監査等委員又は監査等委員会への

報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として、不利益な取り扱いを行わな

いものとします。

　監査等委員が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めた場合には、これに応じるものとしま

す。

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員が、代表取締役、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換の機会を持ち、監査上の

意見及び情報の交換を行うことにより監査の実効性を確保できる体制とします。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンスに関する取り組み

　当社は、経営理念の浸透とコンプライアンス意識の向上を図るため、役職員全員を対象に研修を行っ

ております。また、各部門の管理監督者で構成する委員会を定期的に開催し、コンプライアンス体制の

強化を図っております。

②　リスク管理体制に関する取り組み

　取締役、監査等委員並びに各部門の管理者の連携を強化し、当社で対応すべきリスクの評価、当該リ

スクへの対応策、当該対応策の進捗状況の点検を行っております。また、リスクが発生した場合の再発

防止に関する検討を行っております。

　個別取引、資金管理等を含めた財務報告に関するリスクについては、内部監査部門による内部統制評

価の整備と運用の評価を行っております。

③　業務執行の適正確保及び効率性に関する取り組み

　取締役会において法令及び定款で定められた事項並びにその他の事項に関して報告を密に行うことに

より、取締役相互の職務執行に関する監督を行っております。決議された業務執行に関する重要な事項

については、各部門管理者と詳細な検討を行い、効率的な業務執行を行っております。

④　内部監査の取り組み

　内部監査年間計画に基づき、内部監査を実施しております。その結果は、取締役及び監査等委員に報

告しております。

⑤　監査等委員への情報共有の取り組み

　監査等委員は、取締役の職務執行の妥当性や適正性を確認するため、取締役会その他会議への出席、

事業所への往査を行うとともに、代表取締役より意見の聴取を行っております。

－ 4 －
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

(自　2024年10月１日
至　2025年９月30日)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 921,100 653,236 1,317 654,553

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―

当 期 末 残 高 921,100 653,236 1,317 654,553

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 138,000 1,350,000 1,231,971 2,719,971 △457,338 3,838,286

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △198,537 △198,537 △198,537

当 期 純 利 益 794,456 794,456 794,456

自 己 株 式 の 取 得 △162 △162

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 595,919 595,919 △162 595,756

当 期 末 残 高 138,000 1,350,000 1,827,891 3,315,891 △457,501 4,434,043

（単位：千円）

（単位：千円）

－ 5 －
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株主資本等変動計算書

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 380,853 380,853 4,219,140

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △198,537

当 期 純 利 益 794,456

自 己 株 式 の 取 得 △162

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 75,364 75,364 75,364

当 期 変 動 額 合 計 75,364 75,364 671,121

当 期 末 残 高 456,218 456,218 4,890,261

（単位：千円）
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個別注記表

個別注記表
重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　評価の基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

①　製品、仕掛品

個別法に基づく原価法

②　半製品、原材料、貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）につ

いては、定額法を採用しております。なお、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定

額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物、構築物 10～45年

機械及び装置 ４～７年

工具、器具及び備品 ２～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

－ 7 －
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個別注記表

(4) 引当金の計上基準

①　賞与引当金

　従業員賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

②　退職給付引当金

　従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき計上して

おります。

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支出に備えるため、規定に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

①　商品及び製品の販売

　商品及び製品の販売については、顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益

を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを

適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

②　請負契約

　一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い請負契約等を除き、履行義務の充足に係る

進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。履行義務の充足に係

る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しております。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請

負契約等については、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識

しております。

会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第28号2022年10月28日。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており

ます。

　なお、これによる計算書類への影響はありません。

－ 8 －



2025/11/19 18:28:18 / 25267134_助川電気工業株式会社_招集通知

個別注記表

会計上の見積りに関する注記

（一定の期間にわたり履行義務を充足する契約における収益認識）

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

一定の期間にわたり充足される履行義務に係る収益　　　2,248,802千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

　一定期間にわたり充足される履行義務のうち、合理的な進捗度の見積りができるものについては、履

行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に

係る進捗度は、各請負契約単位で見積原価総額に対する発生原価の割合（インプット法）で算出し、売

上高は当該進捗度に受注総額を乗じて算出しております。

②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　履行義務の充足に係る進捗度の算出に用いた主要な仮定は、見積原価総額を構成する人件費及び材料

費等であり、専門的な知識と経験を有する技術本部にて作業工数や材料の消費量などの見積りを行って

おります。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響

　請負業務は、請負契約の履行に必要となる全ての作業内容に関する見積原価を含めて作成しておりま

す。また、作業着手後の状況の変化、顧客との合意による作業方法の見直し等作業内容の変更につい

て、適時・適切に見積りの見直しを行い、見積原価総額に反映しております。しかしながら、当該見積

りについては技術的不確実性を伴うものもあり、想定していなかった原価の発生等により、実際に生じ

た金額が見積りと異なった場合には、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,831,209千円

(2) 担保に供している資産

建物 383,558千円

機械及び装置 0千円

土地 581,604千円

合計 965,163千円

上記に対応する債務

短期借入金 190,000千円

合計 190,000千円

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 5,870,000株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 355,131株

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 4 年 1 2 月 1 9 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 99,268 18 2024年９月30日 2024年12月20日

2 0 2 5 年 ５ 月 ８ 日
取 締 役 会 決 議

普通株式 99,268 18 2025年３月31日 2025年６月10日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2 0 2 5 年 1 2 月 1 8 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 121,327 22 2025年９月30日 2025年12月19日

貸借対照表に関する注記

株主資本等変動計算書に関する注記

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(4) 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

　該当事項はありません。
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繰延税金資産

退職給付引当金 22,385千円

役員退職慰労引当金 100,532千円

賞与引当金 22,280千円

賞与未払社会保険料 3,539千円

減価償却超過額 2,376千円

一括償却資産 658千円

未払事業税 12,228千円

電話加入権 1,130千円

減損損失 37,976千円

在庫評価減 6,740千円

滑川地上権 7,944千円

その他 10,370千円

繰延税金資産小計 228,158千円

評価性引当額 △39,733千円

繰延税金資産合計 188,425千円

繰延税金負債

保険積立金 15,804千円

その他有価証券評価差額金 208,435千円

繰延税金負債合計 224,239千円

繰延税金負債純額 35,814千円

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は、主に電気機械器具・精密機械器具の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要

な資金（主に銀行借入及び社債の発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運

用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。投機的な取引は行わない方針であり

ます。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

投資有価証券は、取引先企業との業務に関連する株式又は投資信託等であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。

　取引先企業等に対して長期貸付を行っております。

　営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、４か月以内の支払期日であります。借入金及び

社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長でも７年以

内とする方針であります。

　資金は固定金利により調達し、元利返済によるキャッシュ・フローの変動リスクを回避しております。

③　金融商品に係るリスク管理体制

(ｱ) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、営業本部及び経理部が主要な取引

先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　当事業年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表

価額により表わされています。

(ｲ) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社の外貨建て営業債権は僅少であるため、為替の変動リスクも僅少であります。また、当社は、借

入金及び社債に係る元利返済によるキャッシュ・フローの変動リスクを回避するために、長期資金は固

定金利を利用しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）等の財務状況を把握するとともに、

取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

(ｳ) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動

性を売上高の１か月分超に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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貸借対照表計上額 時価 差額

①　投資有価証券

その他有価証券 869,783 869,783 ―

②　長期貸付金 189,330 187,504 △1,825

資産計 1,059,113 1,057,287 △1,825

③　社債（１年内償還予
定の社債を含む）

792,000 782,924 △9,075

負債計 792,000 782,924 △9,075

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 50,200

出資金 90

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。

⑤　信用リスクの集中

　当事業年度の決算日現在の営業債権における特定の顧客に対する集中はありません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金及

び受取手形、電子記録債権、売掛金、契約資産、支払手形、電子記録債務、買掛金、短期借入金、未払

金、契約負債、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお

ります。

（単位：千円）

（注）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

株式 840,296 ― ― 840,296

社債 ― 29,487 ― 29,487

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 ― 187,504 ― 187,504

社債（１年内償還予定

の社債を含む）
― 782,924 ― 782,924

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

(ｱ) 投資有価証券

　上場株式、社債、その他は相場価格を用いて評価しております。上場株式及びその他は活発な

市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保

有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないた

め、その時価をレベル２の時価に分類しております。
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種　類
会社等の名称
又 は 氏 名

所在地
資 本 金
又は出資金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

役 員 及 び そ の
近親者が議決権
の 過 半 数 を
有している会社

㈱ ド ウ メ キ
エンタープライズ

茨城県
日立市

100,000 資産管理会社
被所有
　直接(17.0)

資金の貸付

貸付金の貸付
貸付金の回収

199,300
47,300

長期貸付金 189,000

受取利息 2,846 前受収益 1,884

(ｲ) 長期貸付金

　時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(ｳ) 社債

　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味

した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

持分法損益等に関する注記
　該当事項はありません。

関連当事者との取引に関する注記

　当社と関連当事者の取引

役員及び主要株主等

（注）１　役員の親族が議決権の100％を保有しております。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

貸付金については、当社株式250千株を担保として受け入れており、金利は当社の調達金利を基準と

して決定しております。なお、取引金額、期末残高には消費税等は含まれておりません。
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報告セグメント

その他

（注）
合計エネルギー

関連

産業システ

ム

関連

計

装置・システム 2,431,905 1,015,766 3,447,671 － 3,447,671

温度センサー 273,110 857,465 1,130,575 － 1,130,575

加熱機器 53,726 765,007 818,733 － 818,733

その他部品 － 36,693 36,693 － 36,693

その他 － － － 34,258 34,258

顧客との契約から
生じる収益

2,758,741 2,674,932 5,433,673 34,258 5,467,931

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 2,758,741 2,674,932 5,433,673 34,258 5,467,931

収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店の経営等を含んで

おります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針(5) 収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。
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当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 1,217,763

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 1,116,564

契約資産(期首残高) 1,873,242

契約資産(期末残高) 1,931,824

契約負債(期首残高) ―

契約負債(期末残高) 48,704

(1) １株当たり純資産額 886円74銭

(2) １株当たり当期純利益 144円06銭

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

　契約資産は、請負契約について期末日時点で履行義務の充足部分と交換に受け取る対価に対する権

利のうち、債権を除いたものであります。完了した作業について顧客の検収を受け、請求した時点で

債権へ振り替えられます。

　契約負債は、請負契約について履行に先立って受領した対価又は対価を受け取る期限が到来したも

のであります。請負業務の進捗に伴い履行義務が充足された時点で、契約負債は収益へと振り替えら

れます。

　また、当事業年度の契約資産及び契約負債の主な増減は請負業務の進捗、対価の回収等によるもの

であります。

②　残存履行義務に配分した取引価格

　当事業年度末における、残存履行義務に配分した取引価格の総額は4,376,033千円であります。当該履

行義務に配分した取引価額は、主にエネルギー関連セグメント及び産業システム関連セグメントに属する

ものであり、約９割が１年以内、約１割が１年超の長期にわたって収益として認識されると見込んでおり

ます。

１株当たり情報に関する注記
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場所 用途 種類 減損損失

茨城県日立市 事務所等 借地権、建物等 28,756千円

減損損失に関する注記

　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は、事業の種類を基礎に、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位を識別し、遊休資産につ

いては個別資産ごとにグルーピングを行っており、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として計上しております。

　当事業年度において、借地権に係る契約関係を見直したことにより減損損失（28,756千円）として特別損失

に計上しました。その内訳は、借地権26,081千円及び建物等2,674千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。

重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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